
出雲市福祉のまちづくり条例施行規則で定める、障がい

者及び高齢者が安全かつ容易に利用することができる

ものとするための構造や設備に関する基準。

施設を設置又は管理する事業者は、この基準に適合させ

るよう努めなければならない。

上記の整備を行ったうえで、高齢者、障がい者等の利便上記の整備を行ったうえで、高齢者、障がい者等の利便

性の向上や快適な利用ができるように備えることが望

ましいより良い基準。

整備基準

望ましい基準




















